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社会教育主事と期待される役割

○社会教育主事は、社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会に置くこととされている専門的職員であり、地域の
社会教育事業の企画・実施及び専門的な助言と指導を通し、地域住民の学習活動の支援を行っている

期待される役割

○人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力
○人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力
○人々の力を引き出し、主体的な参画を促す

ファ シリテーション能力

〈カリキュラムにおいて具体的に習得すべき能力〉
○生涯学習・社会教育の意義等、教育上の基礎的知識
○地域課題や学習課題の把握・分析能力
○社会教育行政の戦略的展開の視点に立った施策立案能力
○多様な主体との連携・協働に向けたネットワーク構築能力
○学習者の特性に応じてプログラムを構築する学習環境設計能力
○地域住民の自主的・自発的な学習を促す学習支援能力

必要な資質・能力

○地域の多様な専門性を有する人材や資源をうまく結び
つけ、地域の力を引き出すこと

○地域活動の組織化支援を行い、地域住民の学習ニー
ズに応えていくこと

○学習者の地域社会への参画意欲を喚起すること
○学習者の多様な特性に応じて学習支援を行うこと
○学習者の学習成果を地域課題解決やまちづくり、地域

学校協働活動等につなげること

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の公布
（平成30年文部科学省令第5号）、2020年4月1日施行

「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」（平成29年8月 社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会）より

＜参考＞
【社会教育法】（昭和二十四年法律第二百七号）
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
【社会教育法施行令】（昭和二十四年政令第二百八十号）
２ 社会教育法等の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百五十八号）の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村にあつては、次

の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める間、社会教育主事を置かないことができる。
三 人口一万未満の町村にあつては、当分の間



市町村における社会教育主事・派遣社会教育主事の配置率の推移

〈 １万人未満の町村を除く 〉
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都道府県・市町村教育委員会に置かれる社会教育主事の人数の推移
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（出典）社会教育調査
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社会教育主事の人数・配置状況



社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の概要
改正の趣旨

改正の概要

施行期日等

○ この省令は，2020年4月1日から施行する。

○ その他，この省令の施行前に大学に在学している者等に関する所要の経過措置を講ずる。

学習者の多様な特性に応じた学習支援に関する
知識及び技能の習得を図る「生涯学習支援論」と，多
様な主体と連携・協働を図りながら，学習成果を地域
課題解決等につなげていくための知識及び技能の習
得を図る「社会教育経営論」を新設する。

１．社会教育主事講習の科目及び単位数の改善 （第３条関係）

科 目 単位

生涯学習概論 ２

社会教育計画 ２

社会教育特講 ３

社会教育演習 ２

科 目 単位

生涯学習概論 ２

生涯学習支援論 ２

社会教育経営論 ２

社会教育演習 ２

２．社会教育主事養成課程の科目及び単位数の改善 （第１１条第１項関係）

「生涯学習支援論」 と「社会教育経営論」を新設す

るとともに，社会教育主事の職務を遂行するために求
められる実践的な能力を身につけることができるよう，
「社会教育実習」を必修とする。

科 目 単位

生涯学習概論 ４

社会教育計画 ４

社会教育特講 １２

社会教育演習
社会教育実習
社会教育課題研究

４
選択
必修

科 目 単位

生涯学習概論 ４

生涯学習支援論 ４

社会教育経営論 ４

社会教育特講 ８

社会教育実習 １

社会教育演習
社会教育実習
社会教育課題研究

３
選択
必修

３．「社会教育士（講習）」及び「社会教育士（養成課程）」の称号の付与 （第８条第３項，第１１条第３項関係）

講習の修了証書授与者は「社会教育士（講習）」と，養成課程の修了者は「社会教育士（養成課程）」と称することができることとする。

＜計８単位＞

＜計２４単位＞

○ 「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」（平成２９年８月社会教育主事養成等の改善・充実に関

する検討会）等の提言内容を踏まえ，社会教育主事が人づくりや地域づくりに中核的な役割を担うことができるよう，その職務
遂行に必要な基礎的な資質・能力を養成するため，社会教育主事講習（以下「講習」という。）及び大学（短期大学を含む。）に
おける社会教育主事養成課程（以下「養成課程」という。）の科目の改善を図ることとする。
○ また，講習等における学習成果が広く社会における教育活動に生かされるよう，講習の修了証書授与者は「社会教育士
（講習）」と，養成課程の修了者は「社会教育士（養成課程）」と称することができることとする。
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社会教育主事有資格者の配置・活用について① （島根県の事例）

【社会教育主事派遣制度の概要】
・県の社会教育主事（教員籍）を市町村教育委員会に派遣し、専門性を活かした社会教育を推進している。

・平成３０年度は１７市町村に２４名を派遣している。（全１９市町村）

【派遣社会教育主事の職務】
（１）学校・家庭・地域が連携協力した子どもの教育に関わる環境づくりの推進

（２）島根の地域の特性を生かしたふるさと教育※の推進（※ふるさとに誇りを持ち心豊かでたくましい子どもを育むことを目的とした教育）

（３）地域づくりを担う人づくりの推進

【学校・家庭・地域の連携協力】

教育に関わる人々 のネットワーク化を推進

地域をあげて教育に関わる気運を醸成

・学校に関わる各種のコーディネーター 等を 統括

する立場として社会教育主事が支援。

・学校教育に関わるあらゆる教育主体とのネットワー

クづくりを進めるととも

に、コーディネーター等

の資質向上にも積極

的に寄与。

【地域づくりを担う人づくりの推進】
公民館を”ひとづくりの拠点”と
位置づけ,公民館による事業や学校

教育との連携を支援

【ふるさと教育の推進】

ふるさとの「ひと・もの・こと」

を生かした教育活動の支援

・ふるさと教育のカリキュラムづくりについて、

発展性・系統性を意識した教育活動になるよ

う、保・小・中での話し合いを公民館職員と

社会教育主事がコー

ディネート。学区を越

えての情報共有を経

て、地域ごとの教育

活動がさらに特色あ

るものに深化。

・社会教育主事が積極的に公民館を訪問し
て協議。県や 市町村としての方向性につ
いて丁寧にすり合わせるとともに、様々な
事業の計画から運営までを支援。

・市町村における公民館職員研修の実施や
県実施の研修等での公民館職員への伴
走などで資質向上を図り、公民館活動や
学校との連携、地域課題に向き合う人づく

 りにつながる活動の充実を図る。

【島根県の制度のポイント】

（１）社会教育主事資格を有する小中学校の教員籍の人材が派遣されている点
（２）市町村が自主的に県に要請し、相応の費用負担をして派遣を受け入れている点（市町村任用の社会教育主事配置も条件）
（３）派遣社会教育主事を支援する重層的な仕組みが県行政によって整備されている点
（４）県の社会教育主事の配置先を市町村への派遣以外にも複数確保し、任用を繰り返すことで社会教育の専門性を高めることができる点
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平成３１年度山口県公立学校教員採用候補者選考試験における選考に当たっての考慮事項

出所： 平成31年度「山口県公立学校教員採用候補者選考試験実施大綱」及び「山口県公立学校教員募集」（山口県教育委員会）より作成

－ やまぐち型地域連携教育には学校と地域をつなぐ人材が必要 －

「やまぐち型地域連携教育」

コミュニティ・スクールが核となり、本県独自の取組である｢地域協育ネット｣の仕組みを
生かして、各中学校区で地域のネットワークを形成し、学校・家庭・地域が連携・協働する
ことにより、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを見守り支援する取組

平成３１年度採用予定の山口県公立学校教員採用候補者を決定するために実施する選
考試験における選考に当たって

・ 社会教育主事講習を修了した者
・ 社会教育主事養成課程を修了した者（大学において文部科学省令で定める

社会教育に関する科目の単位（２４単位）を修得した者）
に該当する者を考慮の対象に加える。
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社会教育主事有資格者の配置・活用について② （山口県の事例）



教員籍社会教育主事総数が平成２５年で３６名だったところ、平成２９年には６８名まで倍増

※ 平成１８年度：市町村への県費負担派遣社会教育主事の制度を廃止
（平成１８年度派遣…平成２０年度で派遣期間終了）

※ 平成２５年度：当時の教育次長と生涯学習課長が全４４市町村を訪問
（市町村派遣社会教育主事…平成２５年度２名→平成２６年度１７名）

最後の県費負担

6

社会教育主事有資格者の配置・活用について③ （茨城県の事例）



社会教育主事有資格者の配置・活用について④ （仙台市の事例）

“地域とともに歩む学校づくり”にむけて～「嘱託社会教育主事制度」～

「嘱託社会教育主事制度」
・昭和46年から始まった仙台市独自の制度（47年目）。
・市立学校に勤務し、社会教育主事の資格を有する仙台市の公立学校教員に対し、教育委員会から
社会教育主事を委嘱（平成30年度は182名が委嘱されている（6月1日現在））。

・委嘱されている公立学校教員は若手職員から管理職までさまざま。
・地域情報の把握、地域資源や人材のネットワークづくり等に加え、カリキュラムマネジメントの推進役
  や校内における地域コーディネーターとの窓口等としての活躍を期待。
・区ごと独自の取組も展開（ジュニアリーダー育成/学校・地域・市民センター連携の推進等）

社会教育施設との連携を推進
・宮城野区社会教育推進連絡会
では、“市民センターと学校が連
携して行ってきた事例”を「防災
系」「まちづくり系」など５つに分類
して紹介するリーフレットを作成。
学校と施設の両方で共有。

・各区中央市民センターと共催の
体験型学習事業等様々な社会教
育活動に嘱託社会教育主事が協
力し、指導及び援助を行っている。

区社会教育推進研修会の様子 第2期仙台市教育振興基本計画より

現職研修でフォローアップ
・市教育局生涯学習課による社会教育主事講
習事後研修（年２回）

・「嘱託社会教育主事研究協議会」による研修
（年２回）

・研修会を区ごとに年に数回設定 ・・・等
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社会教育主事有資格者の配置・活用について⑤（栃木県の事例）

学校・家庭・地域連携の推進役として～「地域連携教員」制度～

「地域連携教員制度」の概要
・平成２６年より県内すべての小・中・高校・特別支援学校に配置
・社会教育主事有資格者を積極的に活用

【目的】
学校と地域が連携した教育活動を、生涯学習の視点から効果
的・効率的に展開する（学校の窓口の明確化・校内推進体制の整備）

⇒ 学校を核とした地域づくりにつなげていく

【職務と期待する効果】

社会教育主事有資格者とのかかわり
・有資格者を確実に把握（平成30年4月現在1058名）
・社会教育主事資格者の計画的育成（平成30年度 76名受講）

・有資格者の公立学校への全校配置を目指している

子どもが笑顔 ・ 教職員が笑顔 ・ 地域が笑顔
・多様な体験や多くの人とのかかわりを通して社会性やコミュニケーション能力
が育まれる。

・地域の人の多様な視点や地域資源を生かし充実した教育活動が展開できる。
・学校に対する地域の方々の理解が深まる。
・地域住民同士のつながりが生まれる。

制度推進のための取組
・リーフレットを毎年作成。制度概要や活動の意義・事例だけではなく、
研修に活用できる資料や活動状況等の調査結果も掲載し、制度への
理解や取組の質の向上を図る。
（リーフレットに掲載されている内容より）

○地域連携教育活動状況について調査結果と
考察

○「チームで取り組む地域連携教員」にむけて
の資料と事例

○モデル校や連携教員の取組の事例紹介
・・・等

・地域連携教員のための手引書を作成。
理論編・実践編としてまとめるとともに、県HPにも
ファイルをリンク。各学校においての活用を促す。



（参考）「社会教育士」について（参考）「社会教育士」について

○ 社会教育主事講習等の学習成果が、教育委員会事務局や首長部局、企業、NPO等の社会教育に携わる多様
な主体の中で広く活用され、連携・協働して人づくりや地域づくりに活躍していくことを図るため、新設される称号
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「社会教育士」とは！？～学びを通じて、人づくりと地域づくりに中核的な役割をはたす～

「社会教育士」に期待される役割

地域コミュニティの
維持・活性化

～学びを通じた人づくり・つ
ながりづくり・地域づくり～

NPO

企業
CSR

社会教育施設
公民館・図書館・博物館等

教育委員会
社会教育主事

小・中・高校
大学等

社会教育を担う多様な主体に社会教育士がいることでさらなる学びのネットワーク化が可能に！

地域課題の解決など
住民の学びを多様な主体
が連携しながら支援

○ 地域の多様な専門性を有する人材や資源をうまく結びつ
け、地域の力を引き出す

○ 地域活動の組織化支援を行い、地域住民の学習ニーズ
に応えていく ・・・等

○ 住民の地域社会への参画意欲を喚起する
○ 住民の多様な特性に応じて学習支援を行う
○ 住民の学習成果を地域課題解決やまちづくり、地域学校

協働活動等につなげる

多様な手法で資金調達

対話を通じて人々の力を引き出す

行政の関係部局等との連携・調整

地域人材や地域資源に精通

首長部局各担当
環境・福祉・まちづくり等

納得を引き出すプレゼンテーション

主体的な参画を促すファシリテーション

○ ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な
分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる


